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十
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五
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目

次

規

則

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

二

規

則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
二
号

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

別
表
第
一
第
二
号｣

を｢

別
表
第
一
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中｢

別
表
第
一
第
五
号｣

を｢

別
表
第
一
第
二
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
第
四
項
中｢

別
表
第
一
第
六
号｣

を｢

別
表
第
一
第
三
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
五
項
中｢

別
表
第
一
第
七
号｣

を｢

別
表
第
一
第
四
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中｢

別
表
第
一
第
九
号｣

を｢

別
表
第
一
第
五
号｣

に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中｢

別
表
第
一
第
九
号
の
二｣

を｢

別
表
第
一
第
六
号｣

に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中｢

別
表
第
一
第
十
号｣

を｢

別
表
第
一
第
七
号｣

に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中｢

別
表
第
一
第
十
二
号｣

を｢

別
表
第
一
第
八
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中｢

別
表
第
一
第
十
三
号｣

を｢

別
表
第
一
第

九
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中｢

別
表
第
一
第
十
四
号｣

を｢

別
表

第
一
第
十
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
を
削
り
、
同
条

第
十
五
項
中｢

別
表
第
一
第
十
七
号｣

を｢

別
表
第
一
第
十
一
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
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と
し
、
同
条
第
十
六
項
中｢

別
表
第
一
第
十
八
号｣

を｢

別
表
第
一
第
十
二
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中｢

別
表
第
一
第
十
九
号｣

を｢

別
表
第
一
第
十
三
号｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中｢

別
表
第
一
第
二
十
号｣

を｢

別
表
第
一
第
十
四
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
す
る
。

第
三
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
十
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
三
号

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
三
号｣

を｢

別
表
第

一
一
の
項
第
四
号｣

に
、｢

こ
の
項
及
び
第
五
項｣

を｢

こ
の
項｣

に
改
め
、｢

。
次
項
及
び
第
五
項
に

お
い
て
同
じ｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
二
十
歳
未
満
の
者
を
扶
養
し
て
い
る

者(

配
偶
者
の
な
い
者
に
限
る
。)

又
は
そ
の
被
扶
養
者(

二
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。)

に
対
す
る

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
た
め
の
講
座
の
受
講
に
係
る
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
二
条
第
六
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
六
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
五
号｣

に
改
め
、｢

東

日
本
大
震
災
そ
の
他
の｣

及
び

｢

幼
稚
園
、｣

を
削
り
、｢

幼
稚
園
等｣

を

｢

小
学
校
等｣

に
改
め
、

｢

幼
児
、｣

を
削
り
、｢

授
業
料
等｣

を｢

授
業
料｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七

項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
七
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
六
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項

と
し
、
同
条
第
八
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
八
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
七
号｣

に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
項
を
第
八
項
と
し
、

第
十
三
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
七
項
中｢

別
表
第
一

二
の
項
第
六
号｣

を｢

別
表
第
一
二
の
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

公
立
高
等
学
校
等｣

の
下
に｢(

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
、
高

等
専
門
学
校(

第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。)

並
び
に
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
の
う
ち
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中｢

別
表
第
一
二

の
項
第
七
号｣

を

｢

別
表
第
一
二
の
項
第
四
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

第
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
条｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

生
活
保
護
法｣

の
下
に｢(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)｣

を
加
え
、

同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

別
表
第
二
一
の
項
第
三
号｣

を｢

別
表
第

二
一
の
項
第
四
号｣

に
、｢

前
条
第
三
項｣

を｢

前
条
第
四
項｣

に
改
め
、｢

及
び
同
条
第
五
項
に
規
定

す
る
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
別
表
第
二
一
の
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る

給
付
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
法
第
四
条
第
一
項
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
。

第
三
条
第
七
項
中｢

前
条
第
十
二
項｣

を｢

前
条
第
八
項｣

に
改
め
、｢

、
同
条
第
十
四
項
に
規
定

す
る
給
付
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
生
徒
又
は
学
生
並
び
に
同
条
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
に
規
定
す

る
支
援
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

別
表
第
三
一
の
項｣

を｢

別
表
第
三
知
事
の
項｣

に
、｢

第
二
条
第
十
二
項｣

を｢

第
二
条
第
八
項｣

に
、｢

同
条
第
十
三
項｣

を｢

同
条
第
九
項｣

に
改
め
、｢

、
第
二
条
第
十
四
項

に
規
定
す
る
給
付
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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